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[研 究 報 告 要 旨 ] 

 

本 研 究 で は 、 子 ど も ・ 子 育 て 新 制 度 以 降 の 急 速 な 施 設 整 備 を 背 景 に 、 保 育 の

「 質 」 に か か わ る 施 設 整 備 に つ い て 、 そ の プ ロ セ ス に 焦 点 を あ て 、 施 設 開 設 の

着 想 か ら 運 営 開 始 ま で に お け る 、 施 設 の 物 理 的 環 境 整 備 に お け る 課 題 に つ い て

整 理 ・ 検 討 を お こ な っ た 。  

設 計 者 に 対 す る ヒ ア リ ン グ 調 査 か ら は 、 自 治 体 の 年 度 ご と の 整 備 ス ケ ジ ュ ー

ル と 予 算 確 定 時 期 の 問 題 か ら 、 基 本 設 計 、 実 施 設 計 に 十 分 な 時 間 が 取 り づ ら い

と の 認 識 が あ る こ と 、事 業 決 定 の 内 示 後 で な い と 実 施 設 計 の 契 約 が で き な い が 、

実 際 に は 内 示 前 に 実 施 設 計 に 取 り 掛 か ら な い と 間 に 合 わ な い た め に 、 無 契 約 状

態 で 仕 事 を 進 め な け れ ば な ら な い 場 合 が あ る こ と 、 東 京 都 特 別 区 だ け を と っ て

も 自 治 体 に よ り 対 応 に 違 い が あ り 、 経 験 が な い 状 態 で は ス ム ー ズ に 仕 事 を 進 め

る こ と が 難 し い こ と 、 と い っ た 問 題 点 が 明 ら か と な っ た 。  

自 治 体 保 育 施 設 整 備 担 当 者 に 対 す る ヒ ア リ ン グ 調 査 、 お よ び 自 治 体 保 育 施 設

整 備 担 当 課 に 対 す る ア ン ケ ー ト 調 査 か ら は 、 保 育 施 設 利 用 者 に 対 す る 公 平 性 の

観 点 か ら ４ 月 開 園 と す る ス ケ ジ ュ ー ル が 望 ま し い こ と 、 設 計 者 か ら 特 に ス ケ ジ

ュ ー ル が 厳 し い と 指 摘 さ れ た 事 業 者 公 募 に よ る 施 設 整 備 は 割 合 と し て は 少 な い

こ と 、 東 京 都 保 育 所 設 備 ・ 運 営 基 準 に 加 え て 区 独 自 の 設 計 要 件 に 関 わ る 指 導 を

お こ な っ て い る 自 治 体 が ３ 分 の １ 程 度 存 在 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。  

ま た 、保 育 施 設 設 計 事 例 調 査 か ら は 、2010 年 代 か ら 保 育 施 設 の 設 計 へ の 関 心

が 高 ま っ て お り 、 設 計 者 が 設 計 コ ン セ プ ト を 具 現 化 す る こ と に 細 心 し て い る こ

と が 明 ら か と な っ た 。  

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 流 行 に よ り 、 換 気 な ど 保 育 施 設 の 衛 生 管 理 に 対

す る 注 目 が 集 ま っ て い る 。 今 後 は 事 業 者 や 設 計 者 と 自 治 体 保 育 施 設 整 備 担 当 課

が 連 携 を 強 め 、 自 治 体 は 施 設 整 備 に 対 す る 適 切 な 助 言 を 与 え 、 設 計 者 が 力 を 十

分 発 揮 で き る よ う な ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 を お こ な っ て い く こ と が 求 め ら れ る 。  
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[SYNOPSIS] 

 

Since Comprehensive Support System for Children and Child-rearing has 

started in 2015, the number of childcare facilities has been rapidly increasing. 

In this paper, we discuss about issues of planning of childcare facilities to 

ensure the quality of them.  

In the interviews with designers, we found the following: 1) The designers can 

hardly spend enough time for planning because of the annual schedule of local 

authorities; 2) There are some cases that designers have to start architectural 

design before they make contract because of temporal restriction; 3) The 

designers with a little experience have difficulty with consultation with 

unfamiliar local authorities since some local authorities have their original 

regulation. 

From the surveys on local authorities, we found the following: 1) To keep 

equitableness, it is effective to open childcare facilities in April; 2) Not many 

facilities are founded by methods such as open invitation for participation ; 3) 

About a one-third of local authorities have their original regulation in addition 

to the standard of Tokyo. 

The child-care facility design example survey found that the interest in design 

of child-care facilit ies has increased from the 2010s. 

By the outbreak of new coronavirus infectious disease, concern appears to be 

growing in hygiene management of child-care facilit ies including ventilation. 

Local authorities should develop cooperation with childcare operating 

companies and designers, give appropriate advice for facilities planning, and 

manage schedules so that designers fulfil their potential.  


